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上記審査請求人（以下「請求人」という｡）から平成２４年３月１６日付けで提起さ
れた、上記処分庁（以下「処分庁」という｡）が平成２４年２月２０日付けで請求人に
対して行った生活保護法（昭和２５年法律第１４４号。以下「法」という｡）に基づく
保護申請却下処分（以下「本件処分」という｡）に係る審査請求（以下「本件審査請求」
という｡）について、次のとおり裁決する。
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本件処分を取り消す。
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理 由
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第１本件審査請求の趣旨及び理由
法による保護を申請したが、住宅ローンの支払いの繰り延べが行われず、また、
当該ローンの返済期間も長期間であるとして処分庁が当該申請を却下したことにつ
いて、当該住宅ローンの返済期間は３年程度であり決して長期間ではないこと、当
該ﾛーﾝの毎月の支払額は僅力■■円であって､住宅ﾛーﾝの支払額としては極め



み、

て低い額であること、及び東京都の基準に照らせば保護の適用が受けられるもので
あることから、請求人･に対する保護の適用が認められるべきであり、本件処分は違
法又は不当であるので、その取消しを求めるものである。
第２処分庁の弁明
住宅ローンの返済期間は短期間ではなく、返済額も少額とは言えないことから保
有を認めた上で保護を適用する場合には当たらないことから、本件処分は適法かつ
正当である。
第３当庁の認定事実
審査請求書、弁明書、証拠書類等の物件によれば、請求人は、保有している住宅
及び土地を担保にリフオームローン（以下「本件ローン｣という｡）として住宅金融
公庫から昭和63年１１月１７日I=円を借り受け､平成24年２月15日
現在の本件ﾛー ﾝの残高I̅耳であることが認められる。

第４当庁の判断
ローンにより取得した住宅を保有している者から保護の申請があった場合の取扱

いについては、生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて（昭和３８年４
月１日付け、社保第３４号。厚生省社会局保護課長通知）第３の問１４によると｛
ローンにより取得した住宅で、ローン完済前のものを保有している者を保護した場

合は、結果として生活に充てるべき保護費からローンの返済を行うこととなるので、
原則として保護の適用は行うべきでないとされている。
また、生活保護手帳別冊問答集第３の１の問３-９によると、一般の不動産の場

合と同様の基準により判断して保有が認められる程度のものであって、ローンの支
払いの繰り延べが行われている場合、又は、ローン返済期間も短期間であり、かつ
ローン支払額も少額である場合には、ローン付き住宅の保有を認め保護を適用して

差し支えないこととされている。
処分庁及び請求人ともに本件ローンが住宅取得のためのローンであることを前提
に本件処分が上記の条件を満たすかどうかを主張しているが、本件ローンは住宅取

得のためのローンではなく、現に保有する住宅を担保として借り入れたリフォーム
ローンである。リフォームローンの取扱いについては、住宅取得のためのローンと

は明らかに性格を異にするため、第３の１のとおり本件ローンを返済しているから
といって保護の要件を欠くとは限らない。
また、請求人の保護の申請を審査するに当たっては、本件ローンの返済について、
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生活保護法による保護の実施要領について（昭和３８年４月１日付け、社発第２４
６号。厚生省社会局長通知）第８の４（３）の収入から控除すべき償還金に該当す
るかどうかを検討の上で、保護の可否を決定する必要があることから、この検討を

することなく請求人の保護の申請を却下した本件処分には違法又は不当な点がある
と認められる。

以上のとおり本件審査請求には理由があるので、行政不服審査法（
律第１６０号）第４０条第３項の規定により、主文のとおり裁決する。

(昭和３７年法

一 ＝
̅ 、

、'９

鰯平成２４年６月１３日
岡山県知事 石 井 正
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